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職
場
・
地
域
の
活

動
に
自
信
を
持
ち
、

引
き
続
き
、
組
織

拡
大
に
全
力
を
あ

げ
よ
う
！
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５
月
３
日
、
憲
法
記
念
日
を
迎
え

ま
し
た
。
憲
法
と
平
和
を
め
ぐ
っ
て
、

い
ま
、
私
た
ち
の
国
に
大
き
な
岐
路

に
さ
し
か
っ
て
い
ま
す
。

安
倍
政
権
は
、
来
年
の
参
議
院
選

挙
の
後
に
憲
法
「
改
正
」
の
発
議
と

国
民
投
票
を
行
う
と
明
言
し
ま
し
た
。

そ
の
前
に
、
今
国
会
で
「
恒
久
派
兵

法
」
な
ど
「
集
団
的
自
衛
権
行
使
」

を
可
能
と
す
る
安
保
法
整
備
を
一
気

に
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
戦
後
７
０
年
目
。
こ
の
間
、

日
本
は
一
度
も
戦
争
を
し
て
い
ま
せ

ん
。
武
力
で
人
を
殺
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
は
「
９
条
を
持
つ

国
」
「
戦
争
を
し
な
い
国
」
と
し
て

国
際
的
な
信
用
を
か
ち
と
っ
て
来
ま

し
た
。
こ
の
平
和
な
国
と
い
う
道
を

歩
み
続
け
る
こ
と
が
最
良
の
選
択
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

五
月
晴
れ
と
な
っ
た
５
月
３
日
、

全
国
で
憲
法
９
条
を
守
ろ
う
と
集

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、

横
浜
市
の
臨
港
パ
ー
ク
で
「
平
和

と
い
の
ち
と
人
権
を
！
５
・
３
憲

法
集
会
」
に
は
約
３
万
人
が
参
加

し
ま
し
た
。
今
集
会
の
呼
び
か
け

人
の
一
人
で
作
家
の
大
江
健
三
郎

さ
ん
は
、
安
倍
首
相
が
米
国
の
上

下
両
院
合
同
会
議
で
お
こ
な
っ
た

演
説
で
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
を

容
認
す
る
法
整
備
を
約
束
し
た
こ

と
を
批
判
し
ま
し
た
。

一
方
、
茨
城
県
内
で
も
そ
れ
ぞ

れ
の
団
体
が
集
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
茨
城
県
平
和
擁
護
県
民
会
議

が
主
催
す
る
集
会
は
、
「
安
倍
政

権
下
で
進
む
戦
争
の
で
き
る
国
づ

く
り
に
反
対
し
、
憲
法
を
守
ろ
う
！
」

で
海
渡
雄
一
氏
（
元
日
弁
連
事
務

総
長
）
が
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

講
演
で
海
渡
弁
護
士
は
、
安
倍

政
権
は
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
国

民
の
知
る
権
利
や
報
道
の
自
由
を

奪
う
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
の
強

行
採
決
に
続
き
、
「
集
団
的
自
衛

権
行
使
容
認
」
の
閣
議
決
定
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
「
日
米
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
の
再
改
定
や
通
常
国

会
後
半
に
は
、
集
団
的
自
衛
権
行

使
容
認
に
基
づ
く
「
安
保
法
制
」

が
提
出
さ
れ
、
自
衛
隊
の
海
外
で

の
武
力
行
使
に
道
を
開
こ
う
と
し

て
い
ま
す
。

安
倍
政
権
の
狙
い
は
、
日
本
国

憲
法
９
条
を
明
文
改
憲
し
、
再
び

「
戦
争
の
で
き
る
国
」
に
突
き
進

も
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ

ん
。
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

戦
争
放
棄
を
決
意
し
た
憲
法
９
条

を
後
世
に
残
し
世
界
へ
発
信
す
る

こ
と
で
す
。

戦争法制阻止のために、総力でたたかいましょう

安倍政権は一昨年暮れに秘密保護法を強引に制定・施行

し、昨年は武器輸出促進、防衛予算急増、沖縄・辺野古へ

の新基地建設強行などに加え、集団的自衛権の行使など海

外で戦争することを「合憲」とする憲法違反の閣議決定を

行いました。

そして、日米安保ガイドラインを再改定し、日米安保体

制を地球規模の日米軍事同盟にまで拡大させ、その具体化

のための戦争法案を国会に提出しようとしています。

この戦争法案は、従来、「国是」としてきた「専守防衛」

政策を大きく転換し、米国と共に世界的規模で戦争に関わっ

ていくことを可能とするものであり、まさに戦後平和憲法

の下で培ってきた「海外でふたたび戦争しない国」の政治

の一大転換です。さらに、いま安倍首相は、来年の参院選

後には明文改憲をめざすとまで明言しています。

いまこそ、全国各地で声をあげましょう。行動を起こし

ましょう。

憲
法
施
行
記
念
日

戦
後
70
年
の
憲
法
記
念
日
を

迎
え
ま
し
た
。
日
本
国
憲
法
は
、

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
で
の
日

本
の
敗
戦
か
ら
約
２
年
後
の
１

９
４
７
年
５
月
３
日
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。

侵
略
戦
争
を
反
省
し
、
国
民

主
権
、
恒
久
平
和
、
基
本
的
人

権
の
尊
重
な
ど
を
原
則
に
し
た

憲
法
施
行
か
ら
68
年
の
今
日
、

そ
の
解
釈
を
踏
み
に
じ
る
解
釈

改
憲
で
も
、
条
文
そ
の
も
の
を

変
え
て
し
ま
う
明
文
改
憲
で
も
、

か
つ
て
な
い
〝
憲
法
破
壊
〟
の

攻
撃
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

本
を
「
海
外
で
戦
争
す
る
国
」

に
変
え
て
し
ま
う
〝
壊
憲
〟
の

企
て
を
、
憲
法
の
初
心
に
立
ち

返
り
、
力
を
合
わ
せ
て
阻
止
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

水戸駅北口ま でデモ行進し戦争反対を市民へ 呼びかけました


